
　共済預金については、令和4年4月1日より預入限度額が、2,500万円から2,000
万円に引き下げられております。（全員口座と自由口座を併せた額となります。）
　つきましては、預金残高を確認していただき、預金残高が2,000万円を超過し
ている場合は、すみやかに払戻し手続きをお願いいたします。
　なお、共済預金の払戻しについては、埼玉県市町村職員共済組合ホームページまたは『共済だより』
令和4年４月号の「埼玉りそな銀行からのお知らせ」をご確認いただきますようお願いいたします。

　下記の契約業者につきましては、令和4年9月30日をもって物資割引契約終了となりましたのでお
知らせいたします。
　なお、契約終了にともない、下記契約店舗での物資購入券の使用はできませんので、ご了承ください。
　詳細につきましては、下記契約業者連絡先へお問い合わせください。

共済預金の預入限度額について

　全員口座を開設した組合員に対して、「キャッシュカード申込書・暗証番号届」を提出してもらうこと
でカードの作成をしております。
　キャッシュカードの作成を希望する際は、以下の内容に注意していただき「キャッシュカード申込
書・暗証番号届」を所属所の共済事務担当課まで提出くださいますようお願いいたします。
　なお、提出書類に不備等あった場合は、所属所の共済事務担当課を経由して返戻させていただきます。

《確認事項》
・印鑑は全員口座開設時の印鑑と同じ印鑑ですか。
　※はっきり押印できなかった場合は、余白に押しなおしてください。
・共済組合に届けている氏名、住所と銀行に届けている氏名、住所は同じですか。
　※ 氏名変更や引越し等をされた場合、共済組合に「組合員及び被扶養者の登録事項変更申告書」を提
出していただいておりますが、全員口座開設支店にも「共済預金各種申請書」を提出し、変更の届
出が必要となります。

・「組合員証記号番号」記載欄の記入漏れや記載内容に間違いはありませんか。

例1）組合員証記号番号　埼400-15000

例2）組合員証記号番号　埼35-1234

組合員証記号番号 埼 4 0 0 1 5 0 0 0

組合員証記号番号 埼 0 3 5 0 1 2 3 4

共済預金のキャッシュカードについて

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

契　約　業　者　名 契　約　店　舗　名
株式会社日本旅行
連絡先：℡ 048-648-0111 埼玉支店

物資割引契約終了のお知らせ

共済だより
2022.12.December No.654

6




